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海と河と縄文人
　　－霞ヶ浦の古環境と遺跡－
期間　３月17日（土）～５月13日（日）

　と　き／３月17日（土）

　　　　　午後２時～３時30分

　講　師／上高津貝塚ふるさと歴史の広場学芸員

　定　員／60人（先着順）

常陸の貝塚－魚介類から見た霞ヶ浦地域の特徴－
　と　き／４月28日（土）午後２時～３時30分

　講　師／吉野健一さん（千葉県教育庁文化財課

　　　　職員）

　定　員／60人（先着順）

　※博古研究会共催事業

　と　き／３月20日（火）

　　　　　午後２時～３時30分

　講　師／亀井翼さん（首都大学東京大学院博士課程）

　定　員／60人（先着順）

記念講演会
霞ヶ浦南岸の地形と縄文遺跡の立地・分布

　と　き／４月21日（土）

　　　　　午後２時～３時30分

　講　師／松島義章さん（神奈川県立生命の星・

　　　　地球博物館名誉会員）

　定　員／60人（先着順）

貝塚の貝から分かる縄文時代の環境

　と　き／３月25日（日）

　　　　　午前10時～11時、午後２時～３時

　対象者／小学５年生以上

　協　力／阿部きよ子さん（動物考古学研究会員）

　定　員／各回10人（先着順）

　申込方法／電話または直接

ワークショップ
「貝塚から出土する魚の骨を調べよう」

オープニング講座「海と河と縄文遺跡」

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 第17回企画展

映画上映会「霞ヶ浦－1977」
　昭和52年の、ちょっと懐しい

霞ヶ浦の様子を撮影した自主制

作作品の上映会です。

　と　き／５月４日（金）

　　　　　午後２時～２時45分

　定　員／60人（先着順）

　遊覧船に乗って、霞ヶ浦沿岸の遺跡や景観を見

学します。

　と　き／５月12日（土）　※荒天のときは13日（日）

　　　　　午前９時30分～午後４時15分（予定）

　集合場所／ラクスマリーナ（川口二丁目 13‐６）

　見学場所／陸平貝塚（美浦村）、天王崎（行方市）、

　　　　　崎浜横穴墓（かすみがうら市）、浮島

　　　　　　（稲敷市 )など

　定　員／45人（先着順）※申込人数が少数のとき

　　　　は、中止になることがあります。

　参加料／中学生以上…3100円、小学生…2500円、

　　　　幼児…無料

　申込方法／電話または直接

霞ヶ浦から遺跡を巡ろう
※上高津貝塚ふるさと歴史の広場・美浦村文化財センター共同事業

※オープニング講座・記念講演会・展示案内会は入

館料が必要です。

展示案内会
　と　き／４月７日（土）、30日（月）

　　　　　午後２時～２時45分

　霞ヶ浦ははるか昔から人々の生活の舞台となってきました。湖の近くには、今で

もたくさんの貝塚や縄文時代の遺跡が残っています。土浦市は霞ヶ浦の西端に注ぐ

桜川のほとりにあります。この桜川に面した台地上にも、上高津貝塚など縄文時代

のムラのあとがいくつも残っています。

　ところで、昔の霞ヶ浦や桜川は果たして今と変わらなかったのでしょうか。近年

の研究から、今とはだいぶ異なる縄文時代の霞ヶ浦の姿が明らかになってきました。

　今回の展示では、霞ヶ浦沿岸の地形の成り立ちや、貝塚から出土する貝や魚の骨

などの資料から縄文時代の自然環境を探り、霞ヶ浦沿岸・桜川流域の遺跡の資料か

ら、この地に暮らした縄文人の生活の一端を紹介します。

休館日／毎週月曜日（４月30日を除く）、３月 21

　　　　日（水）、５月１日（火）

開館時間／午前９時～午後４時30分

入館料／一般：105円（75円）

　　　　小・中学生、高校生：50円（30円）

※（　）内は 20人以上の団体料金

※小・中学生、高校生は毎週土曜日入館無料

　４月８日（日）は桜まつり協賛で無料開館

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）
【上高津1843　826-7111】

休館日／毎週月曜日（４月30日を除く）、３月 21

　　　　日（水）、５月１日（火）

開館時間／午前９時～午後４時30分

入館料／一般：105円（75円）

　　　　小・中学生、高校生：50円（30円）

※（　）内は 20人以上の団体料金

※小・中学生、高校生は毎週土曜日入館無料

　４月８日（日）は桜まつり協賛で無料開館

市立博物館
【中央一丁目15-18　824-2928】

土屋政直－土浦藩主の横顔
市立博物館第33回企画展

期間　３月17日（土）～５月６日（日）

　土屋政直（1641～1722）は、土浦藩土屋家200年の歴史のなかでも特筆す

べき藩主です。

　土屋家は、初代数直（1608～79）が寛文９（1669）年に土浦城主となって

から、11代の藩主が幕末まで土浦地方を治めていました。政直が藩主の

ときに、領地は９万5000石にまで広がりました。土浦市域はもちろん、

つくば市やかすみがうら市、阿見町の一部にまで拡大し、この石高が幕

末まで変わりませんでした。また、政直は幕府の老中を30年あまり務め、

外交と内政に業績を残しました。近年の研究で茶の湯に執心していたこ

とも具体的にわかってきました。

　今年は、享保７（1722）年に82歳でなくなった政直の没後290年にあたり

ます。区切りの年に、土浦藩の基礎を築いた政直の姿を紹介します。

　茨城県内の政直ゆかりの地を見学します。

と　き／３月25日（日）

　　　　午前９時30分～午後３時30分

　　　　（博物館集合）

見学場所／神龍寺、法泉寺、慶龍寺（つくば市）、

　　　　岩間愛宕神社（笠間市）など

講　師／博物館学芸員

定　員／40人（先着順）

参加料／100円（資料代）

申込方法／３月９日（金）から電話または直接

見学会
「土浦城ウォッチングー政直の足跡をたどる」Ⅰ　拝領刀剣

Ⅱ　政直の茶の湯

Ⅲ　大名土屋家

Ⅳ　朝鮮通信使担当

Ⅴ　回顧される藩主

展　示

記念講演会

土屋政直とその時代

　と　き／４月８日（日）

　　　　　午後２時～３時30分

　講　師／吉岡　孝さん（國學院大学准教授）

土浦藩江戸屋敷の世界
　と　き／４月22日（日）

　　　　　午後２時～３時30分

　講　師／松本剣志郎さん（東洋大学助教）

◎共　通

　ところ／市立博物館　視聴覚ホール

　定　員／70人（先着順）

紺地松竹梅鶴亀文様振袖

（京都国立博物館所蔵）

　三石紋入りの産着。子供の誕

生に合わせて準備されました。

瀬戸茶入 銘「塩屋」

神龍寺

三石九曜紋入松竹蒔絵料紙箱

　　　　　　　　　　（蓋裏）

三石九曜紋入松竹蒔絵硯箱

　　　　　　　　（当館所蔵）

　三石紋入りの硯
す ず り ば こ

箱と、

料
り ょ う し ば こ

紙箱。一対で制作されて伝

わりました。

赤
あ か み ど う

弥堂遺跡（土浦市）出土 

台形土器

※入館料が必要です。
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市役所への届け出
　Procedure at the City Office
・住所変更の届け出は、今までどおり市役所で手続き

を行います。在留カードまたは特別永住者証明書を

持参し、届け出を行ってください。

・転出の際は日本人と同様に、転出地の市町村に転出

届をし転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町

村で転出証明書を添えて転入届をします。

When you change your address, notice should be 
submitted to the city office as before. You will also 
need either Residence Card or Special Permanent 
Resident Certificate.
When you move out to another municipality, you will 
be required to notice to the city office from where 
they move out and obtain a “move out certificate” 
before noticing to the municipality you move into.  

　2009年に外国人に係る入管法や住民基本台帳法などの法律が改正され、2012年７月９日から新し

い在留制度が導入されることになりました。これにより、従来の外国人登録制度は廃止になります。

The laws that apply to foreigners, such as the Immigration Control and Refugee Recognition Act 
and the Basic Resident Registration Law, were amended in 2009, and the new resident system 
will start on July 9, 2012. Moreover, the Alien Registration Act will simultaneously be abolished.

問 市民課（826-1111　内線2504、2289）

外国人に関する登録制度が変わります
外国人住民の皆さんへ

To foreign nationals A new resident system will begin in July 2012

　外国人住民の方も住民基本台帳の適用対象に加わり、日本人と同様に世帯ごとに住民票が編成されます。

Foreign residents will be subject to the Basic Resident Registration. A Resident Record will be compiled for foreign 
residents arranged by household, same as Japanese residents.

住民票を作成する外国人住民の対象者　Eligible registrants for the Resident Record

仮住民票をお送りします　Provisional Resident Records will be prepared

中長期在留者 

Mid- to Long-Term Resident

永住者、日本人の配偶者等、定住者など適法に３か月を超えて在留する外国

人の方(短期滞在、外交、公用を除く)

Foreign resident legally residing in Japan for more than 3 months with a valid 
residence status, Permanent Resident, Spouse or Child of Japanese National, 
Long-Term Resident, etc.(Excluding temporary visitor, diplomat and official. )

特別永住者

Special Permanent Resident

入管特例法で定められた特別永住者

Persons recognized as Special Permanent Resident stipulated by the Special 
Act on the Immigration Control.

一時庇護許可者または仮滞

在許可者

Persons granted permission 
f o r  t e m p o r a r y  r e f u g e  o r 
provisional stay

入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申

請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人で、一時庇護許可

書または仮滞在許可書が交付されている方

Foreign nationals who have received a landing permit for temporary refuge 
pursuant to the Immigration Control Act, and those who are temporarily 
residing in Japan after applying for refugee status. When such permissions are 
granted, a certificate of permission for temporary refuge / provisional stay will 
be issued respectively.

出生による経過滞在者または

国籍喪失による経過滞在者

Persons who may continue to 
stay transitionally in Japan by 
birth or those who have lost 
Japanese nationality

外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方（事由発生日から60日間は

在留資格を有することなく在留することができます）

Foreign nationals who are born in Japan to foreign parents or who have 
renounced Japanese nationality. He / She may continue to stay in Japan up to 
60 days without acquiring a status of residence.

　外国人住民票の作成対象者の方には、2012年５月に仮住民票を作成して送付する予定です。仮住民票は施行

日に住民票になります。

For smooth transition, Provisional Resident Record (Kari-Juminhyo) will be issued and notified each eligible 
resident of the record in May 2012. It will automatically become the official Resident Record.

特別永住者
Special Permanent resident

現在お持ちの外国人登録証明書は、カードに記載された次回確認申請期間の始

期まで使用できます。切替時に「特別永住者証明書」が交付されます。窓口は従

来どおり市役所です。

“Special Permanent Resident Certificate” will be issued at the city office as 
before. You’ ll be required to apply by the time of renewal period (birthday) 
mentioned on your alien registration card.

永住者
Permanent resident

３年以内に入国管理局で切替手続きを行ってください。「在留カード」が交付さ

れます。

You’ ll be required to apply for a “Residence (Zairyu) Card” at Immigration 
Bureau, within 3 years from the start of the new system.

上記以外の方
Other mid- to Long-Term 
Residents

入国管理局で在留期間の更新や在留資格の変更の手続きを行った際に「在留

カード」が交付されます。

Mid to long-term residents will be issued with a “Residence (Zairyu) Card” 
when granted permission for extension of the period of stay ／ change of 
resident status at Immigration Bureau.

　在留期限の上限の延長や、再入国許可制度の緩和などが行われます。

The period of stay will be extended to a maximum of 5 years, and a 
special re-entry system will be introduced.

入国管理局への届け出
　Procedure at the Immigration Bureau
　在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更

新、氏名や国籍などの変更手続きは、すべて入国管理

局で行います。市役所への届け出は必要なくなります。

The Immigration Bureau will deal with all of the 
following items: residence status, period of stay, 
renewal of residence card, and changes in name and 
nationality. No more notice will be needed to the city 
office.

詳しくは、総務・法務省ホームページをご覧ください。For more information:

総務省ホームページ…http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
法務省入国管理局ホームページ…http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

市役所や入国管理局への届出方法が変わります

外国人の方にも住民票が作成されます

外国人登録証明書に代わり、「在留カード」
または「特別永住者証明書」が交付されます

利便性が向上します

Change to the procedure method

Foreign residents will be listed on the Basic Resident Registration

A “Residence (Zairyu) Card” or “Special Permanent Resident Certificate” 
will be issued, replacing the current Alien Registration Certificate

More convenient for foreign residents

問
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乙戸沼公園乙戸沼公園

講　座　名 対　象　者 曜日 時　　　間 定員 受講料 日　程 回数

シ ェ イ プ ＆ エ ア ロ 一般男女 火 10:00～11:15 35人 7,000円 ４/10～７/24 14回

体 幹 ボ デ ィ メ イ ク Ⅰ 一般男女 火 11:30～12:15 25人 7,000円 ４/10～７/24 14回

簡 単 ボ ク サ サ イ ズ ＆
骨 盤 矯 正 ス ト レ ッ チ

一般男女 火 13:30～14:45 35人 7,000円 ４/10～７/24 14回

ベ ー シ ッ ク エ ア ロ 火 曜 一般男女 火 18:45～20:00 35人 7,000円 ４/10～７/24 14回

体 幹 ボ デ ィ メ イ ク Ⅱ 一般男女 火 20:10～20:55 25人 7,000円 ４/10～７/24 14回

ベ ー シ ッ ク エ ア ロ 水 曜 一般男女 水 ９:45～11:00 35人 7,000円 ４/11～７/18 14回

ピ ラ テ ィ ス ＆ エ ア ロ 一般男女 水 19:00～20:15 35人 7,000円 ４/11～７/18 14回

　ビューティーアップ３Bエクササイズ 一般女子 金 10:00～11:30 20人 2,000円 ４/６～４/27 ４回

ボ デ ィ メ イ ク ヨ ガ 一般男女 金 13:30～14:30 35人 7,000円 ４/13～７/20 14回

リズム＆リフレッシュ体操 一般男女 金 19:00～20:15 35人 7,000円 ４/13～７/20 14回

申込方法／往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、

希望講座を記入し郵送、または官製はがきを持参し直接

※１講座につき１人１枚を申し込んでください。

申込締切／３月25日（日）（必着）

※デジタル一眼レフカメラ撮影術講座は、４月20日（金）

※定員を超えたときは抽選（申込人数が少数のときは、

　中止になることがあります）

※デジタル一眼レフカメラ撮影術講座以外は、受講料

　に保険料を含みます。

※持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

亀城プラザ文化講座・教室のご案内

亀城プラザ(〒300-0043　中央二丁目16‐４　824-3121)

講　座　名 対　象　者 曜日 時　　　間 定員 受講料 日　程 回数

ナチュラルボディメイクヨガ 一般男女 月 19:30～20:30 30人 5,000円 ４/９～６/18 10回

楊名時八段錦太極拳基本講座 一般男女 月 13:30～15:00 25人 6,000円 ４/16～６/25 10回

アタッチメント・ベビーマッサージ教室 ２か月～未歩行児と保護者 火 10:30～12:00
15組

（30人）
6,000円 ４/17～６/12 ８回

デジタル一眼レフカメラ撮影術講座 一般男女 火 19:30～21:30 25人 6,000円 ５/15～８/７ ８回

シ ニ ア ヨ ガ 一般男女 木 13:30～15:00 30人 5,000円 ４/12～６/21 10回

親 子 リ ト ミ ッ ク 体 操 教 室 ２～４歳児と保護者 木 10:45～11:45
25組

（50人）
5,000円 ４/12～６/21 10回

男 塾 18～40歳男性 金 19:30～20:30 25人 7,500円 ４/13～６/22 10回

お や こ ヨ ガ
７か月～１歳半児と保護者

金
10:30～11:30

各20組
（40人）

6,000円 ４/20～６/15 ８回
１歳半～３歳児と保護者 13:30～14:30

チ ビ ッ コ 体 操 教 室
４～６歳児

土
14:00～15:00

各15人 8,000円 ４/14～６/16 ８回
小学１～３年生 15:15～16:00

ワークヒル土浦受講生募集
申込方法／往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、

希望講座を記入し郵送、または官製はがきを持参し

直接

※１講座につき１人１枚を申し込んでください。

申込締切／３月20日（火）（必着）

※定員を超えたときは抽選(申込人数が少数のときは、

中止になることがあります）

※受講料には保険料が含まれます。

土浦の公共交通
　土浦市には、土浦駅、荒川沖駅、神立駅の３つの鉄道駅があり、これら

の駅を中心にバス路線が広がっています。

　今回は、鉄道とバス路線を補う公共交通機関である「まちづくり活性化

バスキララちゃん」、「のりあいタクシー土浦」、「新治バス」を紹介します。

　路線図、時刻表など詳しくは、土浦市公共交通案内ホームページ

（http://www.t-koutsu.jp/）をご覧ください。

運行地域／新治地区

　朝夕ルート： 新治庁舎⇔土浦駅

　昼ルート　：

　　①斗利出（田土部・高岡）循環

　　②山ノ荘（小野・田宮）循環

　　③山ノ荘（本郷・永井）循環

　　④藤沢（大畑・坂田）循環

対象者／どなたでも利用できます。

運　賃／朝夕ルート…１回につき350円

　　　　昼ルート…１回につき200円

　　　　（小学生以下は半額）

※さん・あぴおで1000円以上の買い物をする

と、帰りの運賃の一部に使用できる地域通貨

がもらえます。詳しくは、市ホームページ

（http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.

php?code=3523）をご覧ください。

　　　　　　　　 新治バス運営委員会事務局

（新治商工会内　862‐2325）

新治バス

問

のりあいタクシー土浦
運行地域／市内全域

対象者／65歳以上の方とその介護者

年会費自己負担／2000円（年会費１万2000円の

うち、市から１万円の助成券を交付）

利用料／１回につき片道500円

※神立・新治地区⇔荒川沖地区は別途500円が

かかります。

高齢福祉課（826‐1111　内線2372）
ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

◎亀城プラザ、ワークヒル土浦の講座には、体験レッスンもあります。詳しくは、14ページをご覧ください。

まちづくり活性化バス
「キララちゃん」

土浦駅

霞ヶ浦総合公園

協賛店の割引券などがセットになったお得な回数券です。
販売期間／４月８日（日）まで
販売価格／300円
※販売場所など、詳しくはお問い合わせください。

まちづくり活性化土浦（土浦商工会館内　 826-1771）

春キララ券発売中

問

問

申問 ワーククヒル土浦(〒300-0027　木田余東台四丁目１-１　826-2622）

申問

運行地域／土浦駅西口を起点に３路線 

　Ａコース：市民会館循環

　Ｂコース：市役所循環

　Ｃコース：霞ヶ浦循環

対象者／どなたでも利用できます。

運　賃／１回につき100円（小学生以下は50円）

※車内で発行される当日乗車証明券を持参し、

協賛店で1000円以上の買い物をすると、帰り

の運賃に使用できる地域通貨がもらえます。

　　　　　　  まちづくり活性化土浦

              （土浦商工会館内　826‐1771）

問
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編集　市長公室広報広聴課

　　再生紙を使用しています

　　　　 環境に優しい大豆インキを使用しています

次回「広報つちうら」３月中旬号は、３月15日(木)発行予定です。

人口と世帯数（平成24年２月１日現在）　14万3564人　５万7452世帯

色鮮やかな花々が来場者を魅了！

　「第30回土浦市花の展覧会」が、新治ショッピングセ

ンターさん・あぴおで開催されました。会場では色鮮

やかな花々や、高校生による作品なども展示され、訪

れた人々を魅了しました。

　また、フラワーアレンジメント体験コーナーでは、

親子で楽しむ姿も見られました。

（１月28日、29日）

　「第８回土浦の雛まつり」が、土浦まちかど蔵など

市内の商店街、約70の協賛店で、３月４日まで行わ

れています。

　商家に伝わる雛人形やつるし雛のほか、つちまる・

キララちゃんの創作雛など、艶やかで個性豊かな人

形が飾られ、市内外から訪れた観光客を喜ばせてい

ます。　　　　　　　　　　　　　　　（２月11日）

第８回土浦の雛まつり

個性豊かな雛人形がお出迎え！

第30回土浦市花の展覧会


